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粋済論叢(京 都大学)第164巻 第2号,1999年8月

都 市 開発 量 決 定 メ カニ ズ ムの経 済 分 析(1)

日本と韓国の制度のあり方を念頭に置いて

1は じ.め に

.

鄭

柄 潤

都市の開発量の決定は都市の荘環境と直結する問題であるため,ほ とんどの

国では土地利用計画によって開発が計画的に行われるようにしており,日 本 と

韓国も例外ではない。土地利用計画の目的は,無 秩序な開発を抑制するととも

に,都 市の開発を最適水準の範囲で計画的に誘導することによって,土 地利用

からの外部不経済を抑制し,快 適な住環境を助成することである。 日本 と韓国

でも,地 域 ・地区などの用途地域制度,開 発密度を調節するための容積率 ・建

ぺい率制度などを運営 してお り,こ れらは結局都市の最適な開発量を決定 ・維

持するための制度である。

今まで土地利用規制の経済効果について数多 くの研究がなされてきたが,そ.

の大半が規制を外生的なものとして取 り扱い,規 制が課せられたときの経済効

果を分析することに止 まっている。 しか し,現 実的に,土 地利用規制の内容つ

まり都市の開発量は,行 政当局を含めた都市のすべての経済主体の交渉によっ

て決められるものである。

つまり,決 定された都市の開発量は経済i三体問の対立する利害関係の調整の

結果として生まれたものである。この面で,開 発量の決定過程での行政当局の

役割も裁量的に決めた開発量を他の経済主体 に周知させ ることよりは,経 済主

体間の要求量の違いを巧 く調節することがより重要とされている。 したがって,

外生的な規制の経済効果の分析だけでな く,開.発量を内生的に決めるメカニズ
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みに対する経済分析をも行 う必要がある。というのは,ど のようなメカニズム

に基づいて都市の開発量を決めるかによって,経 済主体の厚生水準 も大 きく

達っ.てくる可能性があり,特 に,経 済主体問の利害が対立 し,都 市の開.発量の

決定を巡って経済主体が戦略的に行動する状況では,そ の決定メカニズムの内

容と経済主体の行動によって,そ の結果が大きく異なる可能性があるからであ

る。

ところで,日 本 と韓国の都市計画法では,開 発量決定に関わる経済i.モ体 とし.

て,行 政当局以外に開発者 と地域住民を想定 している。そ して,行 政当局が用

途地域などの土地利用計画を樹立する際には前もって計画案について公聴会を

通じて住民の意見を聴取する制度を設けてお り,市 街地開発事業などの都市計

画事業においては開発者が事後的に住民の意見を聴取する制度を設けている'}。

この面で日本と韓国の意見聴取制度は十分とは言えず,こ の改善を求める声 も

多い。しかし,制 度の内容は何であれ,実 際の土地利川計画の決定において,

住民の意見を無視することが出来ず,む しろ住民側が主導権を持 っている場合

が多い。特に,嫌 悪施設の建設や大規模開発事業の時には,住 民の同意を得 ら

.れず開発 自体が出来なくなる場合 もしば しば目にする。このような現象は都市

の開発によって,公 害や混雑などの外部不経済が.発生するときに顕著になる。

ところで,都 市の開発がある水準を越えて,こ ういつた外部不経済が顕在化す

ると,開 発者 と住民の,開 発量を巡る対立は必ず生じる。したがって,日 韓両

国の場合 も,開 発量の決定において住民の意見も反映できるような決定 メカニ

ズムを明示的に導入し,経 済主体問の開発量を巡る対立を行政当局が調節する

制度を導入した方が,対 立から.の蕪駄な費用をな くし,都 市の円滑な開発を誘

導する...ヒで望ましいと考えられる。

ところで,ど のようなメカニズムを設げるのが望ましいかは,開 発か らの経

済主体の厚生水準,経 済主体の行動パターン,行 政当局の調節基準などによっ

て違って来るであろう。 したがって,本 論は,行 政当局,開.発 者,住 民 といっ

1).日本の都市計画法第16条,第17条,第66条。
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た経 済主 体 を想 定 して,開 発 者 と住 民 の 間 で 開.発の 要 求量 が異 な った場 合,そ

れ を行 政 当 局が 調 整 す る メ カ ニ ズ ム を考 え て,様 々 な 決定 メ カニ ズム ご とに都

市 の 開発 量 が ど の よ うに変 わ って くるか を分 析 す る こ とに よ って,日 韓 両 国 の

決 定 メ カ ニ ズ ム のあ り方 につ い て 一 つ の提 案 をす る こ とを 日的 とす る。

本 論 の構 成 は次 の よ うに な っ て い る。 第H節 で は,こ こで 用 い るモ デ ル につ

い て述 べ る。 第 皿節 で は,極 端 な ケー ス と して,都 市 の 開 発 量 を開 発 者 と住 民

の 自律 的 な交 渉 に よ って 決 め て,行 政 当局 は ただ それ を受 け入 れ る場 合 の 開 発.

量 の 性 格 につ い て 分 析 す る。 剃V節 で は,都 市 の 開 発 量 を 行 政 当 局 が 裁 量 的 に

決 め るが,そ の過 程 で 住 民 の要 求 量 を も考 慮 す る場 合 の 開 発 量 の 性 格 を 分析 す

る。 こ こで は,そ の考 慮 方 法 と民 間側 の不 確 実 性 に対 す る態 度 の 違 い に よ って,

各主 体 の 開発 要求 量 が どの よ うに異 な るか を も分 析 す る。 最 後 の 節 で は,本 論

で得 られ た政 策 的 示 唆 につ い て 述 べ る。

11モ デ ル

まず,本 論 文 で 採 用 して い る仮 定 に つ い て 述 べ よ う。

第1に,簡 単 化 の た め,土 地 利 用 計 画 の樹 立 や 土地 利 用 規 制 水 準 の決 定 問 題

を こ こで は都 市 の 開 発 量 の 決 定 の 問 題 と して捉 え て分 析 す る。 と い うの は,前.

述 した よ うに,土 地利 用計 画 や 土 地利 用 規 制 は都 市 の 開発 量 を最 適 な水 準 に決

め る こ とに よ らて,快 適 な住 環 境 を形 成 す る こ とが 目 的で あ るか らで あ る。.

第2に,都 市 の 開発 量 に 関わ る経 済主 体 は,行 政 当 局 と 開発 者,都 市 住 民 の

3者 と し,そ の うち行 政 当局 の役 割 は基 本 的 に裁 量 的 な基 準 で 最 終 的 な 都 市 の

開 発 量 を 決定 す る もの とす る。

第3に,開 発 者 は 開発 か ら の効 用 が 最 大 に な る よ う に,.開 発 量 を 要 求 す る と

しよ う。

開発 量 をPと 表 記 す る と,開 発 者 の利 潤 は,次 の よ う に表 せ る。

π=R(D)一cD..(ユ)

こ こで,1～(D)=開 発 者 の 収 入 関 数 で,R'>0,R"<0と 仮 定 す る。
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第1図 開発者 の効用 関数

R(D)

cD

σ(π)

D

CD開 発 者 の費 用 関数

こ こで,`は 開 発 量1単 位 当た りの費 用.であ るが,こ.の 費用 に は建 設 費用 だ

けで な く,都 市の ア メ ニ テ ィを改 善 す る た め の費 用 も.含まれ て い る とす る。つ

ま り,開 発 者 は 開 発 を行 うた め に は都 市 の ア メ ニ テ ィを改 善 しな けれ ば な らな

.い 。

そ して,開 発 者 の効 用 関 数 を 次 の よ うに仮 定 す る。.

σ(π)=U(らD),σ 。>0,σ 。。〈0.(2)

開 発 者 の 効 用 関 数 を 描 くと,第1図 め よ うに な る。 図 に は,限 界 利 潤 が 下 が る

領 域(Doを 越 え る領 域 〉 で は 開発 者 の効 用 も下 が る もの と仮 定 して い る2〕。

第4に,住 民 は 都 市 の 開 発 か ら正 の効 用 を得 る と 同時 に,混 雑 な どの 外 部 不

経 済 に よ る負 の 効 用 も得 る と仮 定 す る 。 さ ら に,開 発 者 の 開発1.単 位 当 た りの

費 用 が 大 きい ほ ど,ア メ ニ テ ィが増 加 す るた め,正 の効 用 を 得 る とす る3}。そ

して,住 民 の 効 用 関 数 を(3)式 の よ うに加 法 的 な形 を仮 定 す る。

躍(D、`)=創(1),`)一E(P)=ひ(D,`)一ED(3)

2)本 論での 分析は主に ρ。の内側だ けを分析対象 とす る。つま り,あ る都市の総 開発量 ぽDDよ

り小 さい もの と.仮定する。 この仮定は開発 者の効 用は開発量が大 きいほど増加す ることと同 じも

のであ る。

3>開 発者の費用関数には,純 粋な開発費用以外 にもア メニテ ィ改善 費用が含 まれてい ると仮定す

る。そ して,前 者は一定であるに対 し,後 者はアメニテ ィの改善の程度 によって変わ るとする。

従 って,cが 大 きいほ どアメニテ ィの改善が大 きいこ とを意味するため,住 民の効用 も増加す る

ことになる。
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第2図 住民 の効 用 関 数

W皿>0

Wρ=0

Woく0

(129>35

D

こ こで,VD>0,恥>0,"Dβ 〈0,〃D。>0,砺(D→0)=Q。,砺 ρo>0で あ る と

仮 定 す る 。つ ま り,開 発 量 が 多 い ほ ど住 民 の効 用 も増 加 す るが,そ の増 加 率 は

逓 減 す る もの とす る。 そ して,開 発1単 位 当 た りの外 部 不 経 済 は一 定 とす る。

そ うす る と,あ る一 定 のcの 下 で,あ る 開 発 水 準 まで は住 民 の 限界 効 用 が 正

で あ るが,そ れ を越 え る 開発 水 準 で は限 界 効用 が負 とな る。 つ ま り,開 発 量 の

水 準 に よ っ て%=吻 一 ε(>Oor=aorく0)で あ る こ とが 分 か る。 こ こで,

住 民 の効 用 関 数 を描 く と第2図 の よ うに な る。

第5に,都 市 の 開発 量 の決 定 メ カ ニ ズ ム は次 の よ う に段 階 ゲ ー ム に よ って行

わ れ る とす る。 ま ず,自 律 的 な交 渉 に よ って,開 発 量 を決 定 す る場 合 の タ イ ミ

ン グ は,

1段 階=開 発 者 は住 民 に 自分 の 開発 量 を提 示 す る。

2段 階;住 民 は 開発 者 の 要 求量 を観 察 し,自 分 の要 求 量 を開発 者 に提 示 す る。

3段 階=開 発 者 は住 民 の 要 求 量 を見 て,開 発 量 を決 め る。

の よ う に な る。

次 に,行 政 当 局 の 裁 量 に よ って 開.発量 が決 め られ る場 合 の タイ ミ.ング は,

1段 階:開 発 者 は行 政 当 局 に 開発 要 求量 を提 示 し,許 可 を求 め る。

2段 階:行 政 当 局 は開 発 者 の 要 求 量 を住 民 に供 覧 す る。 住 民 はそ れ を観 察 し,

自分 の 要 求 量 を行 政 当 局 に提 示す る。

3段 階:行 政 当 局 は あ る基 準 に従 って 都市 の 開 発量 を決 め る。
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第3図 開発者 と住民 の効 用関数の関係

」ン D" D

の よ うに 表 せ る 。 そ して,こ の場 合 で も,行 政 当 局 の 基 準 の 内 容 に よ って様 々

な パ ター ンが あ り得 る 。

第7に,行 政 当 局が 開発 量 を決 め る場 合 に は,決 定 基準 は行 政 当 局 の 裁量 に

委 ね られ て い る た め,民 間側 は それ を知 らず,予 想 して行 動 す る と しよ う.そ

して,開 発 者 と住 民 は 同 じ予 想 をす る と仮 定 す る。 従 って,こ の場 合 開発 者 と

住 民 は期 待 効 用 を最 大 化 す る こ とに な る。

III民 間の交渉による開発量の決定

ここでは,都.市 の開.発量の決定において,行 政当局は全 く関与せず,開 発者

と住民の交渉によって決まる場合を分析する。というのは,行 政当局の裁量行

為がある場合 と民間側の自律的交渉による方法のうち,ど の方法がより望まし

いかという問題は,決 定メカニズムを考える上で最も基本的な問いであるか ら

である。まず,こ こで想定.している状況を説明しよう。本論でおもに分析対象

としているのは開発者 と住民の問に,利 害の対立が存在 している場合である。

第3図 のように,住 民の限界効用が負である領域においても開発者の限界効用

は正である場合がそれである。

つま り,開 発者は開発量が多いほど効用が増加するため,よ り多 くの開発を

行おうとする反面,住 民は外部不経済の被害を避 けるためより少ない開発量を

要求しようとする.。外部不経済が大きく,住 民の限界効用が負であう領域が存
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在 す る限 り,都 市 が 開発 され てい く過 程 で この よ うな 場 面 は 必 ず 起 こ るで あ ろ

う。.

第3図 で は,.都 市 の 開発 量 がD'を 越 え る と,外 部 不 経 済 に よ って住 民 の効

用 は下 が る こ とに な って い る。 一 方,開 発 者 は開 発 量 が 多 い ほ ど効 用 が増 加 す

るた め,出 来 るだ け多 い 開発 量 を要 求 す る こ とにな る.。も し,開 発 者 の 要 求 量

が ∬ 以 下 の 場 合 は,住 民 は 開発 を受 け 入れ る のが 効 用 の増 加 を もた らす た め,

開 発 者 の 要 求 量 を そ の ま ま 受 け入 れ る が,D"の よ うにD'を 越 え る場 合 は そ

れ よ り低 い 水 準 の 開 発 を 要求 す る こ とに よ って 自分 の 効 用 の 増 加 を図 ろ う とす

る。 つ ま り,D'一D"の 領 域 で は 両 主 体 の 利 害 が 対 立 す る た め,両 主体 は ゲ ー

ム的 に行 動 す る こ とに な る。

この ゲ ー ム は段 階 ゲ ー ムで あ る た め,後 ろ向 き推 論 法 に よ って 均 衡 開 発 量 を

求 め る こ とが 出 来 る。

まず,段 階2に お い て の住 民 の行 動 を考 えて み よ う。 住 民 は 開 発 者 が提 示 し

た 任 意 の 開 発量 を観 察 して,そ れ が 自分 の 効 用 最 大 化 の 開 発 量 と一 致 す る 場 合

には,そ れ を受 け入 れ て ゲ ー ム は終 了 す る。 しか し,効 用 最 大 化 の 開 発 量 と異

な る場 合 には,住 民 は効 用 最 大 化 の 開発 量 を.開発 者 に要 求 す る。 そ して,開 発

者 は 開発 をや め る;と よ り住 民 の要 求 を受 け入 れ た 方 が 有 利 で あ るた め,常 に

住 民 の 開 発 量 を受 け入 れ る こ とに な る。 つ ま り,住 民 の 要 求 開 発 量P*は

maxW(D,の=maxV(P,`)一ED(4)
D20D2U

か ら決 ま る。

最.大化 の1次 条件 は

∂v(D,c)c)

5D・ 一・』....(・)

とな り,こ れか ら住 民 の 開発 要 求 量 関 数

D・=D・(`,ε).(6)

が 求 ま る。 さ らに,(5)式 か ら陰 関数 定 理 に よ って,

響 一器 ・・_..(・ 〉
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第4図 住民 の等効用 曲線 と開発許容 量曲線 め関係

が(`う'w1

酬z
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ρ

であるため,`が 大 きいほど,住 民の開発許容量 も大 きくなることが分かる。

このことは,開.発 着がよ り多くの開発を行おうとするた.めには,ア メニティの

改善により多 くの費用を支出しなければならないことを意味するものである。.

次に,住 民の等効用曲線を導出してみよ.う。(4)式 の全微分と2次 微分から,

轟 一一(努 ε)姜・.(・)

42`=一1{嫉 _,。
。(。。一、)}蓬0..(9)dD2

四～

で あ るた め,等 効 用 曲線 の 形 態 は ωD一 ε)の 符.号に よ って 決 ま る。VDと εが

等 しい 時(最 大化 の1次 条 件 が成 立 す る時)に は,等 効 用 曲線 の勾 配 が0と な

り,そ の 点 で 開 発 要 求量 曲線 と交 わ る こ と に な る。 そ して,開 発 量 が大 き くな

るに つ れ て,外 部 不経 済 の 影響 が強 くな り,等 効 用 曲線 の 形 が 原 点 に対 して 凸

か ら凹 に 転 じて い くこ とに な る。 こ の関 係 を描 くと第4図 の よ う にな る。

次 は,開 発 者 の行 動 を考 え て見 よ う。 開発 者 は,住 民 の 開発 要 求 量 を前 提 に.

して,自 分 の 効 用 が 最 大 に な る よ うに 開 発 量 を決 定 す る 。 つ ま り,1)*(の 曲

線 上 の どの 開発 量 は 開発 を しな い 場 合 を支 配 して い る か ら,開 発 者 は ρ*(c)

曲線.Lの 開.発量 の 中で 自分 の効 用 が 最 大 に な る開 発 量 を選 択 す る こ とに な る 。

P*(の 曲線 上 で は,Pと`が 一対 一 の 関係 で あ る た め,こ の 最 大 化 の 問 題 は,

開 発 考 の 効用 が最 大 に な る よ う に,`を 選 択 す る問 題 とな る 。 つ ま り,
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第5図 開発 者 の効 用 最 大 化

P*(c)

〔133)39

6寧.

πム

'σ*

∫[ノL

D虞D

maxU[π(c,D*(`))1ニmaxU[Rω*(の)一cD*(o)](10)
ご　ロ ごとむ

の よ うに表 せ る。 そ して,そ の ユ次 条件 は

嵩.砺(R・ 嘗 一・∂£*一D・)一 ・

⇒望 一認 ≒......(・ ・)

とな る。

次 に,開 発 者 の等 効 用 曲線 を 求 め て み よ う。(10)式 の全 微 分 と2次 微 分 か ら,.

.. doRD-c....(12)

P*dD*

42`一 一一1{R,。D・ 一(R,一c)}....(・3)

(D*)24(P*)3

で あ る た め,開 発 者 の等 効 用 曲 線 の 勾 配 と形 はR一`の 符 号 に よ っ て決 ま

る こ とが 分 か る。 つ ま り,Rp一`>0の 場 合 は等 効.用曲線 の勾 配 は正 と な る が,

そ の 反対 の場 合 に は負 とな る。 そ して,効 用 最 大 化 点 で は 等 効 用 曲 線 の勾 配 が

Oと な る。(13)式 か ら綜,等 効 用 曲線 の 形 が 原 点 に対 して 凹 の 形 か ら凸 の形 へ.

転 じて い くこ とが 分 か る。

この よ う な関係 を 図 で表 した のが 第5図 で あ る。 等 効 用 曲線 が 下 にあ るほ ど,

同 じ開発 量 にお い て の 費用 が小 さ くな る ため,開 発 者 の 効 用 水 準 は 高 くな る。

図 か ら 分 か る よ う に,開 発 者 はD*(の 曲 線 と等 効 用 曲 線1σ*が 接 す る 点
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第6図 開発者 と住民の交渉による開発量 の決定

D*(`〕 川が

'σ*

D* P

(`*,1)*)で 効 用 が 最 大 にな る。

民 間の 交 渉 に よ る解 の 性 質 を 調 べ る た め に,第5図 に第4図 を書 き合 わ せ る

と第6図 の よ うに な る 。

点(〆,P*)で は 住 民 と開 発 者 は これ か ら離 脱 し よ う とす る動 機 を持 た な

い か ら,.こ の 組 は ナ ッシ ュ均 衡 で あ る こ とが 分 か る。 しか し,.こ の 均 衡 点 は社

会 的 に効 率 的 で は な い 。 な ぜ な らば,1彫*と1σ*に よ っ て 囲 まれ て い る 楕

円 形 の 中 の 点 で交 渉が 成 立 す る な ら ば,住 民 と開 発 者 は両 方 と も効 用 が 上 が る

可 能性 が あ る か らで あ る。 特 に 開発 量 に対 す る交 渉 にお い て 問 題 とな るの は,

一 旦 交 渉 が成 立 す れ ば
,開 発 が 行 わ れ るた め,こ の よ うな 非効 率性 を改 善 す る

機 会 が な く な る こ とで あ る。 不 可 逆 性 とい う 開発 の 特 性 上,こ の 交 渉 問 題 は

oneshotゲ ー ム とな って しま う.ため,繰 り返 しゲ 「 ム の よ うな 協 力 的 な結 果

は見 られ な くな る。 従 って,民 間 の 自律 的 な 交 渉 に よ る 開発 章 の決 定 は必 ず し

も社 会 的 に最 適 な結 果 を導 くと は言 え ず,そ して,こ れが 多 くの 国で 開発 許 可

制 を導 入 してい る理 由 の 一 つ で あ ろ う。

IV行 政当局の裁量による開発量の決定

ここでは;都 市の開発量の決定過程に,行 政当局の裁量的な行為が存在する

場合を分析する。開発量の決定 という問題は行政当局の自由裁量行為であるた

帝
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め,独 自 的 な基 準 に よ って 開発 量 を決 定 す る こ とが 出来 る。 と ころで ,現 実 的

に行 政 当 局 は 開発 者 の 要 求 量 に対 して住 民 の意 見 も聴 取 しな けれ ば な ら ない た.

め,何 等 か の 形 で 許 可 基準 に住 民 の意 見 も反 映 され る こと に な る。 しか し,行

政 当 局 が住 民 の 要 求 を どの よ うに受 け入 れ るか は行 政 当 局 の 裁 量 的 内 的 判 断 に

よ る もので あ る た め.民 間側 はそ れ を予 想 して 行 動 しな けれ ば な らな い 。 そ し

て,そ の 反 映 方 法 に よ って現 実 的 に多 様 な制 度 が あ り得 る。 こ こで は ,1)開

発 者 が 申請 した 開 発 要 求 量 を 基 本 的 に そ の まま 受 け 入 れ る が,住 民 の 開発 要 求

量 が 開発 者 の そ れ と顕 著 に異 な った 場 合 だ け不 許 可 す る場 合(以 下"タ イ プ

1"と 略 す)と,2)開 発 者 と民 間 の 開 発 要 求 量 の うち,行 政 当 局 が 最 適 だ と

主観 的 に思 う開発 量 に近 い も の を選 ぶ 場 合(以 下"タ イ プ2}'と 略す)を 分 析

.す る。

1タ イプ1の 都市の開発量

ここでは,行 政当局が開発者の開発要求量に対する住民の意見 を聞き,両 方

の開発要求量がある基準以上に離れている場合だけ,開 発者の要求量を不許可

する場合を分析する。つまり,.この場合行政当局は住民の意見を積極的に反映

せず,た だ開発に対する住民の反対が大 きい時だけ開発を不許可する。この意

味で行政当局の役割は非常に消極的で,か なりの建築の自由が認められている

日本と韓国の現状 と似た場合 とも言える。

.次のようなタイミングを考えてみよう。

1)開 発者は行政当局に開発要求量P、 を提示 し,許 可を求める。

2>行 政当局は開発者の要求量を住民に供覧する。住民はそれを観察 し,自

分の要求量P2を 行政当局に提示する。

3)行 政当局は1D1-1〕 ヨ〈∬である場合は,1)1を 許可するが,ID,一Dj>躍

である場合は不許可 し,そ の代わ り最小限の開発水準0。 を開発者に提示

する。ここで 躍は開発者 と住民の要求量の差がその範囲内ならば,開 発

者の要求量を受け人れようとする,行 政当局の.主観的.な基準値である。
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第7図 開発許可制の場合の開発 者 と住民 の効用 関数

U,W

σ(D')

醒DD)

W(D,),w(ρ')

u(D,)

w(D,)

Dり 」)* D' D

4)D、 が 許 可 され た場 合 には,開 筆 者 と住 民 は それ ぞ れ σ(D、)と 障(D、)

の 効 用 を,0里 が 不 許 可 さ.れ,開 発 者 がDoを 受 け.入 れ た 場 合 に は,

σ(P。)と 躍(Do>の 効 用 を享 有 す る4:1。こ こでD。 は道 路 な どの 最 小 限 の

開発 量 を表 す 。

つ ま り,行 政 当局 は住 民 の 開 発 に対 す る反 発 が 大 きい と き(開 発 者 の要 求 量

と住 民 の 要求 量 の差 が 大 きい と き)開 発 者 の 要 求 量 を不 許 可す る。 しか し.道

路 な どの最 小 限 の 開発 は必 要 で あ るか ら,そ れ を 開発 者 に提.示す る 。 そ して,

開発 者 は 全 然 開発 を行 わ な い場 合 よ り最 小 限 の開 発 で も行 った 方 が 有利 で あ る.

た め,常 にP。 を受 け入 れ る こ とに な る。 こ こで は7分 析 を簡 単 にす る た め,

開 発 費 用 は ゼ ロ と し,開 発 者 と住 民 の効 用 関 数 は 開発 量 だ けの 関 数 と し よ う。

以 上 の 関 係 を 図 で 表 す と,第7図 の よ うに な る。

図 か ら分 か る よ う に,住 民 に対 して は 最 小 開発P。 とD'は 無 差 別 で あ る。

そ して,前 述 した よ うに,D*以 下 の 開 発 者 の要 求 量 に対 して 住 民 はい つ もそ

れ を受 け.入れ るた め,ゲ ー ム的 状 況 は生 じない.。 ・方,P*を 越 え る要 求 量 に

対 して は 開発 者 と住 民 の 利 害 が 対 立 す るた め,両 主体 は ゲ ー ム 的 に行 動 す る。

しか し,開 発 者.と住 民 は行 政 当 局 の許 容 範 囲 訂 を知 らな い た め,そ れ を確 率

4)こ こで は,開 発 者の 要求 量 が不 許Prさ れ た場 合 に は,開 発 者 と住民 は 基本 的 な効用 水準

ひ(動)と ド(Do)を 得 ると仮定 しているが,こ れ を仮定せず,不 許可 され たときには効 用が0て

あ ると仮定 して も分析結果 ば同 じであ る。

十
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的 に 予 想 して 行 動 す る こ と に な る。 簡 単 化 の た め,躍 は[0,Dilの 区 間で 一様

分 布 す る と しよ う5}。そ うす る と,密 度 関数 ノ(の=1の 、で,分 布 関 数F(の=

s/D,と な る。

まず,後 ろ 向 き推 論 法 に従 って,住 民 の 行動 を考 え て み よ う。 住 民 は 自分 の

要 求量 を都 市 の 開発 量 と して 反 映 して も ら えず,た だ 開発 者 の要 求量 と違 っ た

要 求量 を行 政 当局 に提 示 す る こ と に よ って,開.発 者 の 開 発量 が 許 可 され る よ う

に す る か,そ れ とも不 許 可 され る よ う に して 最.小開発 量 を受 け入 れ るか の 選択

問題 に直 面 す る。 と こ ろで,開 発 者 の 要 求 量 を住 民 が観 察 してか ら行 動 す るた

め,開.発 者 の要 求 量 に よ って,次 の.ように,2つ の ケ ー スが あ り得 る。

ケース1:D,>D'の 場合

こ の場 合 は,開 発 を し ない 方 が 有利 で あ るか ら,住 民 は 開発 者 の要 求 量 が 許

可 さ れ な い よ うに02=0を 提 示 す る。 そ うす る と,開 発 者 と住 民 は そ れ ぞ れ

σ(D。)と 叩(D。)の 効用 を得 る こ とに な る。

ケ ース2;n,≦ ρ'の 場合

こ の場 合 は,開 発 した 方 が 有 利 で あ るか ら,D,=0、 を 提 示 して,住 民 は 開

発 者 の 要 求 量 をそ の ま ま受 け 入 れ る。

次 に,開 発 者 の行 動 を分 析 して み よ う。 開発 者 も住 民 の よ う に合 理 的 に行 動

の 結 果 を予 想 す る こ とが 出来 るか ら,D'を 越 え る開 発 量 は 要 求 せ ず,D'以 下

の 開発 量 を要 求 す る。 この時 の 開発 者 の期 待 効 用 は,

EU=(D,が 許 可 され る確 率>xσ(D,)+の 、が 許可 され ない確 率)X(1(Do)

=1.1-P(置 くD,一 〇2)]XU(D,)十P@〈D,一D2)× σ(Do>

=[1-F(0)]XU(01)十F(0)xし 「(1)D)=σ(1)i)..(14)

とな り,開 発 者 は(0≦D,≦D')で 効 用 が 最 大 に な る0'を 提 示 し,開 発.者

と住 民 は そ れ ぞ れ σ(0')と 曜(D')=陵(1)u)を 得 る。

以上 の分 析 か ら分 か る よ うに,こ の メ カ ニズ ムで は,住 民 の 意見 を ただ 開発

5).θ くD,は,行 政 当局の許可範 囲が住民 と開発者 の要求 量の差 の最大値 防 よb小 さい ことを意

味す る。従 って,D,=0の 時に,D、 が許可 され る確率 は.P{θ=01)=Dと なる。
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音の要求量を受け入れるか拒否するかの基準として使用しているため,住 民は

自分の効用が基本的な水準以 ドになることは防止できるものの,基 本的な効用

水準を越える効用水準を実現することは不可能となる。というのは,こ の制度

は結局,住 民の反対が激しい場合だけ開発を不許可 し,住 民の反対が弱い場合

には開発者の要求通 りに開発を行 うとい う消極的なものてあるか らである。

従って,こ のようなメカニズムでは社会的に最適な開発量が実現される保証は

なくなる』


